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１ 安全運転管理者等届出について 

新規選任、変更、解任、社名変更、住所変更、台数変更等の届出をしたい。 

管轄する警察署の交通課に変更届を出してください。様式や必要書類は佐賀県警察のウェ

ブサイトに掲載されています。「警察行政手続サイト」でオンライン届出もできます。 

    

２ 法定講習受講義務等に関すること 

 ⑴ なぜ受講しなくてはならないのか。 

   自動車の使用者は、安全運転管理者等に法定講習を受講させる義務があります

（道路交通法第 74 条の３第９項）。詳細は、警察本部交通企画課又は警察署（交通

課）へお問い合わせください。 

 ⑵ 受講しなければどうなるのか。 

   警察本部交通企画課又は警察署（交通課）へお問い合わせください。 

 

３ 会場講習について 

⑴ 受講日を変更したい。 

佐賀県安全運転管理者協議会公式サイト（http://saga-ankan.jp）内の「受講日変更希望  

メールフォーム」で受け付けます。希望する受講日のおおむね１週間前までにご連絡ください。 

受付後、回答を返信します。１週間経過しても返信がない場合はメール不達の可能性があり

ますので、お手数ですが電話（佐賀県安全運転管理者協議会事務局：0952-23-0532）でご

確認ください。 

 ⑵ 当日急遽受講ができなくなってしまった。 

   当日の佐賀県安全運転管理者協議会事務局、会場への連絡は不要です（連絡をいただ

いても対応できません）。後日、受講日変更連絡を行ってください（３－⑴参照）。  

 ⑶ 指定された日に受講するが、事前の申込みは必要なのか。 

   日程変更等がない場合は事前の申し込みは必要ありません。記入済み・収入証紙貼

付済みの申請書と身分証を受講日当日会場受付にお持ちください。 

 

４ オンライン講習について 

⑴ オンライン講習に申し込みたい。（通知書に同封のお知らせ文書参照） 

必要事項を全て記入し、5,100 円分の佐賀県収入証紙を貼付して講習申請書を提出し

てください。申請書下部の受講希望日欄の記載を忘れないようにしてください。提出方法は

「郵送」と「会場への持参」の２通りです。 

ア 郵送する場合 

①記載済み・収入証紙貼付済みの申請書と、②希望する人数分のテキスト（Ａ４サイズ）

返送用封筒（510 円切手を貼付済み）、又はレターパックライト③修了証書返送用封筒

(110 円分の切手を貼付済み)の３点を佐賀県安全運転管理者協議会事務局に簡易書留

で郵送してください。その際、同封する返送用封筒の宛先の記載を忘れないでください。準

備ができ次第、講習テキストを送付します。 

複数名申請する場合、こちらに郵送される時は１通にまとめて構いませんが、各返送用

封筒は必ず人数分ご準備をお願いします。 

また、通知後に安全運転管理者等を変更した場合は、その旨を記載したメモを同封して

ください。 

イ 会場に持参する場合 



 

受講希望のオンライン講習より前に実施される会場講習（実施日）の午後２時から午後４

時までの間に受付にお持ちください。代理の方でも結構です。テキストはその場でお渡しし

ます。その際、テキスト返送用の封筒は必要ありませんが、講習修了証書の返送用封筒

（110 円の切手を貼付済み）は必要ですので、お忘れのないようお願いします。 

⑵ オンライン講習開催日以外の講習（会場講習）を、オンラインで受講することはできないか。 

できません。オンライン希望の場合は、必ず９月３日 (木 )又は１１月１９日 (木 )での受講に 

なります。 

⑶ オンライン講習はどういう流れになるのか。 

Webeｘというウェブ会議システムを使用します。受講はウェブカメラの使用が必須条件となり

ます。受付後に配付するミーティング番号と申請書の右上に記載の「整理番号」でログインし、

視聴していただきます。副安全運転管理者も併せて複数名選任している場合は、自分に振り

分けられた整理番号を間違えないようお願いします。自分の整理番号は、講習通知書で確認

できます。詳細は申込み後にお渡しする資料に記載します。  

受講確認はログイン時間の合算によって行い、受講が確認できれば、後日講習修了証書

を郵送します。 

⑷  オンライン講習はスマートフォンやタブレットでも視聴できるか。 

できます。通信料についてはパソコン、タブレット、スマートフォンともに受講者負担となりま

すので、その点をご了承の上、申請をお願いします。 

⑸  通信環境の条件は何かあるのか。 

  確実に受講するためには、可能な限り光回線などの固定回線環境や Wi-Fi 環境での接

続をお勧めします。しかしながら、同一回線を一度に多人数で使用すると、回線速度が落ち

てスムーズな視聴ができなくなる場合がありますので、事業所内で調整をお願いします。  

   また、モバイル回線を使用する場合はデータ通信料超過による速度制限にご注意くださ

い。 

 

５ 申請書の記載要領について 

⑴ 申請書に「整理番号」が印字されているが、安全運転管理者等の変更をした（する）場合

は、申請書はどうすれば良いか。 

安全運転管理者等を交代した場合、整理番号はそのまま引き継がれます。前任者の整理

番号が印字されている申請書を使用してください。 

⑵  いつの日付を記入するのか。 

  （会場講習）実際に受講する日を記入してください。 

  （オンライン講習）申請書を作成した日を記入してください。  

⑶  会社印や個人の印、訂正印は必要か。 

印鑑は必要ありません。誤記の際の訂正印も不要です。 

⑷  申請書の記入はゴム印、又は印字でも可能か。 

   可能です。 

 ⑸ 誤記の訂正はどうすれば良いか。 

   誤った部分を二重線で削除し、訂正してください。訂正印は不要です。訂正する場合、修

正テープ等は使用しないでください。 

 ⑹ 複数名同日に受講する場合は、証紙は合算の金額 (２名は 10,200 円、３名は 15,300 円

等 )で購入しても良いか。 

   証紙は１人分ずつ購入し、それぞれの申請書に 5,100 円分貼付してください。 



 

６ その他 

⑴   令和８年度講習の受講対象者を教えてほしい。 

令和８年４月１日現在、佐賀県警察本部交通企画課で届出の受理が完了し、安全運転管

理者等に選任されている方が対象です。それ以降に新規で選任された方は、令和９年度の

講習から受講の対象になります。 

なお、通知書に印字している安全運転管理者等の氏名については、令和８年５月１日まで

に佐賀県警察本部交通企画課で変更届の受理が完了している方まで反映させています。  

⑵ 変更届を出したのに通知書に印字された名前が前任者になっているが、どちらが受講する

のか。 

変更後の方が受講してください。また、受付の際、変更届は提出済みである旨を係員にお

伝えください。 

通知書に印字されている名前が前任の方になっているのは、令和８年５月１日までに佐賀

県警察本部交通企画課で変更届出の受理が完了しているデータを使用し、５月中に通知書

類の作成作業を行っており、５月以降の届出内容は反映されていないためです。 

⑶  講習受講前に安全運転管理者等を変更予定だが、受講日までに届出が間に合わない。 

前任者の方の整理番号が記載された申請書を使用し、新しく選任される方が受講してくだ

さい。受付の際には近日中に変更予定である旨を受付の係員にお伝えください。受講後、早

急に変更手続をお願いします。 

⑷  指定された日に受講ができない。 

受講日の変更（３－⑴参照）、又はオンライン講習の受講（４－⑴参照）をご検討ください。  

⑸  証紙は当日会場で購入できないのか。 

できません。お手数ですが、必ず事前に購入の上、申請書に貼り付けて持参をお願いしま

す。購入場所は講習通知に同封されている「佐賀県収入証紙売りさばき所一覧（令和８年１

月 14 日現在）」をご参照ください。最新版は佐賀県のウェブサイトに掲載されています。また、

売りさばき所によっては券種の在庫がない場合がありますので、事前に電話でご確認の上、

お出掛けいただくことをおすすめします。 

⑹ 講習通知が届いていない。 

講習通知は各事業所の「事業主殿」宛てとして令和８年６月１日付で郵送しています。お手

数ですが、他の従業員の方にもご確認いただき、それでも見当たらない場合は佐賀県安全運

転管理者協議会事務局までお問い合わせください。 

なお、令和８年度講習の受講対象は令和８年４月１日時点で安全運転管理者等に選任さ

れている方になります(６－⑴参照 )。それ以降に安全運転管理者等に選任された方は、令和

８年度は講習の受講対象ではないため、通知書は郵送されません。令和９年度から受講の対

象になりますので、令和９年６月上旬に通知書が郵送される予定です。 

 ⑺ 車両の台数が増えて副安全運転管理者等の人数が増えた。このとき新規で選任した副

安全運転管理者も受講の必要はあるのか。 

   令和８年４月１日以降に届出を出した場合、増員した方については今年度の受講義務はあ

りません（６－⑴、６－⑹参照）。受講を希望する場合は、対応できる場合もありますので、佐賀

県安全運転管理者協議会事務局にお問い合わせください。 

 ⑻ 新規で安全運転管理者等を選任するために、選任予定の者に講習を受講させたい（講習

を受けないと安全運転管理者等になれないのか）。 

   講習は安管者に選任され、講習通知を受けた方が受講するもので（６-⑴、６－⑹参照）、

安全運転管理者等に選任するために受講させる必要はありません。受講の義務はないが受



 

講させたい場合は、対応できる場合もありますので、佐賀県安全運転管理者協議会事務局

にお問い合わせください。 

   選任の条件については、佐賀県警察のウェブサイトをご覧いただくか、管轄の警察署交通

課にお尋ねください。 

 ⑼ 車両の台数が減り安全運転管理者等を解任したが、受講しなくてはならないのか。 

   受講日現在、既に解任している場合は受講の必要はありません。ただし、解任届の確実な

提出をお願いします（解任日から 15 日以内）。 

 ⑽ 近日中に解任予定であるが、受講しなくてはならないのか。 

   受講日現在、安全運転管理者等を選任している場合は受講してください。 

 ⑾ 安全運転管理者等が長期間不在にするため講習が受講できないが、代理の者が受講し

ても良いか。 

   代理の受講は認められておりません。長期間不在にされるのであれば、安全運転管理者等

を変更し、変更後の方が受講してください(６－⑷参照 )。 


